
産L
ーす・

界

展

望

秦
漢
時
代
史
に
閥
す
る
二
・
三
の
問
題

近
年
こ
の
時
代
の
研
究
は
非
常
に
活
躍
慨
と
な
り
、
研
究
自
体
も
精
密
且
つ
多

方
面
に
及
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
ま
と
ま
っ
た
論
文
集
を
あ
げ
て
み
て
も
秦
代

じ
関
椋
の
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
中
園
古
代
史
研
究
舎
が
、
先
の
「
中
闘
古
代

史
の
諸
問
題
』
に
つ
い
で
設
刊
し
た
「
中
園
古
代
の
祉
舎
と
文
化
」
(
東
京
大

拳
出
版
曾
刊
、
一
九
五
七
)
が
あ
り
、
漢
代
に
入
る
と
、
漢
代
史
研
究
特
集
競

と
し
て
編
集
さ
れ
た
「
東
洋
史
研
究
」
一
四
|
一
・
一
一
合
刊
披
(
一
九
五
五
)
、

同
じ
く
「
東
方
皐
報
L

京
都
二
七
(
一
九
五
七
)
等
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
し
て
も

こ
の
時
代
の
研
究
の
盛
ん
な
撲
と
、
ま
た
そ
れ
が
中
園
史
全
体
に
占
め
る
比
重

の
大
き
さ
と
を
如
寅
に
示
す
も
の
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う

・
芯
最
近
の
研
究
を
庚
〈
展
望
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
の
カ
を
以
て
し
て
は
到

底
な
し
難
い
仕
事
で
あ
り
、
ま
た
個
々
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
既
に
各
誌
に
お

い
て
紹
介

・
書
評
も
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
重
ね
て
述
べ
る
必
要
も
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
秦
漢
帝
園
の
歴
史
的
性
格
の
問
題
に
関
連

し
て
、
政
治
・
祉
曾
・
経
済
史
を
中
心
に
最
近
の
研
究
の
中
で
も
特
に
問
題
と

な
っ
て
い
る
黙
を
と
り
あ
げ
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
従
っ
て
燭
れ
得
る
研

究
も
極
く
限
ら
れ
た
も
の
に
な
る
こ
と
を
‘
強
め
お
詫
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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嘗

τ西
嶋
定
生
氏
が
「
中
園
古
代
帝
闘
の
一
考
察
||
漢
の
高
租
と
そ
の
功

臣
」
(
歴
史
皐
研
究
一
四

一
、
一
九
五

O
)な
ど
で
、
民
聞
か
ら
穆
兵
し
た
漢
の

高
祖
集
圏
を
以
て
そ
れ
が
家
父
長
制
的
家
内
奴
隷
所
有
者
た
る
家
族
的
構
造
を

も
っ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
漢
帝
閣
の
構
造
或
は
性
格
も
そ
の
擁
延
に
ほ
か

な
ら
ぬ
と
提
言
し
て
以
来
、
秦
漢
帝
園
の
歴
史
的
性
格
を
解
明
す
る
こ
と
が
、

こ
の
時
代
の
研
究
の
大
き
な
-
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
西
嶋
氏
の
提
言
に
封

'

す
る
批
剣
は
凡
そ
次
の
二
つ
に
分
け
る
と
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ

は
、
西
嶋
氏
の
体
系
の
基
礎
を
な
す
氏
の
高
租
集
圏
の
分
析
・
'或
は
闘
家
権
力

の
問
題
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
高
租
築
閣
の
家
父
長
的
支
配

関
係
を
内
面
か
ら
支
え
て
い
る
も
の
と
し
て
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
任
侠
的
精
神
を
問

題
と
し
、
漢
代
に
お
け
る
人
的
結
合
は
、
こ
の
任
侠
と
い
う
民
間
秩
序
を
紐
帯

と
し
て
始
め
て
可
能
で
あ
る
と
指
摘
し
た
増
淵
龍
夫
氏

(
H
漢
代
に
お
け
る
民

間
秩
序
の
構
造
と
任
侠
的
習
俗
」
一
精
論
叢
二
六
|
五
、
一

九
五
こ
、

或
は

西
嶋
氏
の
立
論
の
史
料
的
根
嫁
を
賞
設
的
に
批
剣
し
、
高
租
集
閣
は
家
父
長
的

奴
隷
所
有
者
と
し
て
の
家
族
概
念
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
し
て
、
集
圏
一

内
部
の
封
等
性
を
強
調
し
た
守
屋
美
都
雄
氏
(
勺漢
の
高
租
集
闘
の
性
格
に
つ
い
乃

て
」
歴
史
察
研
究
一
五
八
|
九
、
一
九
五
二
)
な
ど
で
あ
る
が
、
こ
の
悶
民
は
、
一

更
に
進
ん
で
闘
家
権
力
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
近
年
注
目
す
べ
き
見
解
を
愛
表

し
て
い
る
。
先
ず
増
淵
龍
夫
「
戦
闘
秦
漢
時
代
の
集
閣
の
『
約
』
に
つ
い
て
」

(
東
方
開
室
理
主
一
、
一
九
五
五
)
、
同
「
戦
闘
官
僚
の
干
性
格
|
郎
官
と
会
人
」

(
祉
含
経
済
史
率
二

714三
、
一
九
五
五
)
で
は
、
集
圏
を
内
面
的
に
支
え
る
任

侠
的
精
神
と
は
針
立
し
な
が
ら
も
、

同
時
に
集
圏
を
外
形
的
に
規
制
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
そ
れ
を
支
え
る
と
こ
る
もの

「
約
(
束
)
」
と
い
う
規
約
の
存
在
と
、
こ

の
「
約
」
の
も
つ
権
力
的
性
格
と
を
追
求
し
、
任
侠
的
紐
帯
に
よ
っ
て
結
合
す

る
集
圏
が
、
何
故
集
圏
と
し
て
家
計
入
長
的
な
権
力
構
造
に
な
り
得
た
か
を
明
ら

か
に
す
る
一
方
、
更
に
か
か
る
集
圏
を
現
貨
の
歴
史
の
中
に
追
求
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
泰
漢
集
権
的
官
僚
制
劉
家
の
歴
史
的
性
格
を
家
父
長
的
な
も
の
と
規

定
し
た
。
増
淵
氏
が
、
こ
の
よ
う
に
高
祖
集
圏
内
に
お
け
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
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の
と
パ
ト
リ
プ
ル
カ
ル
な
も
の
と
の
並
存
を
設
く
の
に
針
し
、
高
租
の
統
一
後

に
は
、
こ
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
が
次
第
に
消
滅
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
の
が

守
屋
美
都
雄
「
父
老
」
(
東
洋
史
研
究
一
四
|
一
・
ニ
)
で
あ
る
。
氏
は
、
欝
来

の
地
縁
的
協
同
体
で
あ
る
星
の
指
導
者
、
す
な
わ
ち
父
老
に
注
目
し
、
高
租
の

所
詞
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
針
等
的
集
闘
が
皇
帝
と
し
て
の
紹
封
的
支
配
植
を
か
ち
得

る
た
め
に
は
、
こ
の
父
老
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、
父
老
の
指
導
す
る
墨
を
そ
の

権
力
構
造
内
に
組
織
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
可
能
で
あ
っ
た
と
し
、
漢

の
園
家
機
力
の
基
礎
を
地
縁
的
協
同
体
で
あ
る
星
の
上
に
求
め
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
場
合
問
題
と
な
る
の
は
星
そ
の
も
の
の
性
格
と
か
寅
態
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
鰯
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
増
淵

・
守
屋
雨
氏
の
批
剣
と
は
別
に
、
西
嶋
氏
が
家
父
長
的

家
内
奴
隷
所
有
者
と
し
て
規
定
し
た
漢
代
家
族
の
大
土
地
所
有
と
そ
の
生
産
関

係
が
、
そ
の
経
営
形
態
か
ら
み
て
果
し
て
奴
隷
制
と
云
い
う
る
か
ど
う
か
と
い

う
批
剣
を
提
起
し
た
の
が
宇
都
宮
清
吉
「
億
約
腕
究
」
で
あ
る
。
氏
は
、
奴
隷

経
営
と
小
作
経
営
と
の
比
較
の
も
と
に
、

漢
代
で
も
小
作
経
管
は
有
利
で
あ
り、

小
作
制
は
圧
倒
的
に
優
勢
だ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
、

古家
族
の
大
土
地
所
有
を
支

え
る
基
本
的
な
生
産
閥
係
は
小
作
制
に
も
と
ず
く
荘
園
経
管
で
あ
っ
て
、
奴
隷

は
こ
の
生
産
綱
係
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
副
産
物
に
ほ
か
な
ら
ず
、
漢
代
社

舎
を
性
格
，つ
け
る
本
質
的
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
と
レ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
西

嶋
・
宇
都
宮
雨
氏
に
端
を
設
す
る
漢
代
奴
隷
制
論
、
小
作
制
論
の
問
題
は
、
ま

た
皐
界
に
お
け
る
論
争
の
一
つ
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
以
来
、
た
と
え
ば
、

漢
代
の
公
回
経
倍
の
分
析
を
遇
し
て
土
地
所
有
制
を
問
題
と
し
、
公
園
経
営
並

に
大
土
地
綬
管
に
お
け
る
小
作
制
は
奴
隷
制
の
中
か
ら
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
小
作
制
こ
そ
が
副
産
物
で
あ
る
と
す
る
河
地
量
造
氏
(
「
漢
代
の
土
地
所
有

制
に
つ
い
て
」
経
済
拳
年
報
五
、

一
九
五
五
)
、
奴
隷
制
か
小
作
制
か
と
い
う

!

大
土
地
所
有
の
生
産
附
係
を
基
準
と
す
る
諸
設
に
射
し
て
、
問
題
の
規
準
を
こ

の
二
者
よ
り
量
的
に
は
る
か
に
多
い
一
般
農
民
層
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
、

彼
等
を
最
高
の
土
地
所
有
者
で
あ
る
園
家
の
農
奴
或
は
隷
農
と
考
え
、
こ
の
園

家
樹
農
民
の
聞
係
の
鑓
化
の
中
か
ら
問
題
解
決
に
進
む
必
要
性
を
提
言
す
る
積

ロヰ皐
闘
氏
(
「
中
国
史
上
の
古
代
社
曾
問
題
に
関
す
る
究
書
」
山
梨
大
皐
拳
慈
皐

部
研
究
報
告
四
、
一
九
五
三
)
、
或
は
公
四
回
収
作
者
の
種
々
な
形
と
園
家
の
収

奪
形
態
の
考
察
か
ら
、
公
団
候
作
農
民
を
直
ち
に
奴
隷
的

・
も
し
く
は
農
奴
的

.
コ
ロ
ナ
l
ト
ス
的
と
、
規
定
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
力
説
す
る
五
井
直
弘
氏

(
「
漢
代
の
公
団
に
お
け
る
限
作
に
つ
い
て
」
歴
史
皐
研
究
ニ
ニ

O
、

一
九
五
八
)

等
々
の
論
考
を
生
ん
で
い
る
。

以
上
の
諸
研
究
は
全
て
分
期
論
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
天
野
元
之
助
氏
今
中
園
古
代
史
家
の
諸
設
を
許
す
」
歴
史
拳
研
究

一
八

O
、

一
九
五
五
)
、
精
淵
龍
夫
氏
(
「
古
代
帝
図
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
性
格
」
有
斐

閣
刊
「
戦
後
に
お
け
る
社
舎
経
済
史
拳
の
渡
達
」
所
収
、
一
九
五
五
)
な
ど
の

有
意
義
な
批
評

・
展
望
を
は
じ
め
と
し
て
、
西
嶋
氏
の
、
同
氏
に
似
到
す
る
前
記

増
淵
・
守
屋
南
氏
の
批
削
刊
を
も
ふ
ま
え
て
、
中
園
古
代
史
の
問
題
駐
を
指
摘
す

る
と
い
う
形
で
殺
表
さ
れ
た
「
中
園
古
代
社
禽
の
構
造
的
特
質
に
閥
す
る
問

題
貼
」
、
或
は
そ
れ
を
収
鍛
せ
る
「
中
園
史
の
時
代
底
分
」
(
東
京
大
皐
出
版
舎

刊
、
一
九
五
七
)
が
あ
り
、
更
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定
氏
(
歴
史
皐
研

究
二
一
四
、
一
九
五
七
)
、
内
藤
戊
申
氏

(史
林
四
一
1

一
、
一
九
五
八
)
な
ど

の
書
-
許
や
展
望
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
嘗
て

精
淵
氏
が
、
西
嶋
氏
の
提
言
に
射
す
る
批
判
を
整
理
し
、
残
さ
れ
た
問
題
黙
は

「
園
家
的
土
地
所
有
を
思
わ
せ
る
程
の
漢
帝
閣
の
一

方
的
支
配
の
制
度
的
関
聯

の
中
か
ら
、
そ
れ
を
煽
援
に
み
ち
び
く
援
な
矛
盾
的
要
因
が
生
れ
て
来
る
そ
の

具
体
的
関
係
を
、
ど
う
体
系
的
に
組
立
て
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

- 80ー
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ぞ
の
矛
盾
の
基
本
的
関
係
を
v

園
家
権
カ
、
家
族
、
'
小
農
民
、
小
作
奴
隷
の
四

者
の
栢
互
に
関
聯
す
る
複
雑
な
関
係
の
中
で
、
ど
う
正
し
く
把
握
す
る
か
と
い

う
こ
と
に
あ
る
」
(
同
「
古
代
帝
園
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
性
格
」
)
と
し
て
い

あ
が
、
現
在
も
向
今
後
の
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
秦
漢
帝
薗
の
歴
史
的
性
格
と
か
園
家
権
カ
と
い

っ
た
問
題
を
究
明
す
る
時
、
そ
こ
に
は
や
は
り
史
料
的
な
制
約
も
あ
っ
て
、
制

度
史
的
研
究
が
一
一
層
重
要
と
な
っ
て
来
る
。
以
下
、
こ
の
制
度
史
的
研
究
の
中

で
注
目
す
べ
き
論
考
を
ひ
ろ
う
と
、
先
ず
漢
代
の
政
治
組
織
に
関
聯
し
て
列
侯

封
建
の
状
態
を
追
求
し
た
布
目
湖
沼
「
前
漢
侯
園
考
」
(
東
洋
史
研
究
一
一
一
一

l
五、

一
九
五
五
)
が
あ
る
。
氏
は
、
列
侯
封
邑
の
戸
数
と
封
ぜ
ら
れ
た
豚
(
侯
園
)
の

戸
態
と
の
聞
に
相
営
の
差
濯
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
燃
に
封
ぜ
ら
れ
で
も
一
脈
全

体
を
封
邑
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
侯
園
a
可
相
は
車
に
名
目
の
み
で
、
寅

居
民
は
腕
怖
の
令
長
と
か
わ
り
が
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
漢
代
封
建
制

の
貧
態
並
一
に
封
建
制
と
郡
勝
制
と
の
関
聯
を
考
え
る
上
に
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

ま
た
漢
代
地
方
行
政
!の
末
端
組
織
で
あ
る
郷
亭
星
を
扱
っ
た
も
の
に
日
比
野

丈
夫
「
郷
亭
塁
に
つ
い
て
の
研
究
」
(
東
洋
史
研
究
一
四
l
一
・
一
己
、
宮
崎
市

定
「
中
園
に
お
け
る
爽
落
形
態
の
織
再
選
に
つ
い
て
|
邑
・
園
と
郡
・
亭
と
村
と

に
相
到
す
あ
考
察
」
(
大
谷
史
拳
六
、
一
九
五
七
)
が
あ
る
。
日
比
野
氏
は
、
皇
は

漢
代
の
地
方
制
度
の
一
連
と
し
て
み
る
か
ぎ
り
人
篤
的
に
続
飲
さ
れ
た
あ
る
戸

搬
の
組
み
合
せ
で
あ
っ
た
と
し
、
星
は
戸
籍
J

亭
部
は
地
籍
編
成
の
皐
位
で
、

い
く
つ
か
の
亭
部
が
集
っ
て
郷
を
な
し
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
入
戸
が
適
宜
に

分
け
ら
れ
て
星
と
な
っ
た
と
推
測
し
た
。
こ
の
場
合
、
氏
は
、
か
か
る
里
が
城

内
と
城
外
の
二
遁
り
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
更
に
稜
展

せ
し
め
て
、
里
は
城
内
の
里
を
指
す
も
の
だ
と
断
じ
た
の
が
宮
崎
氏
の
論
考
で

あ
る
。
民
は
先
秦
よ
り
六
朝
に
至
る
ま
で
の
庚
い
視
野
か
ら
表
落
を
と
り
あ
げ

る
と
と
も
に
、
中
園
古
代
は
都
市
圏
家
で
あ
っ
た
と
い
う
前
提
か
ら
出
裂
し
、

勝
・
知
・
豪
・
亭
と
い
わ
れ
る
も
の
も
こ
の
都
市
圏
家
の
系
統
を
ひ
く
も
の
で

そ
れ
は
何
れ
も
大
小
の
城
郭
を
も
っ
た
向
性
質
の
察
落
だ
と
し
、
そ
の
場
合
、

皇
は
そ
れ
ら
城
郭
を
も
っ
た
豪
落
中
に
あ
る
民
唐
の
庖
劃
で
あ
る
と
し
た
。
そ

し
て
、
こ
の
時
代
の
緊
落
は
恰
も
細
胞
の
よ
う
な
も
の
で
、
漢
代
地
方
制
度
の

賓
態
は
か
か
る
「
大
小
の
細
胞
の
集
合
体
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
従
っ
て
こ
の
上

に
成
立
す
る
漢
代
官
僚
制
は
「
大
小
長
官
の
集
合
」
し
た
未
熟
な
も
の
に
過
ぎ

な
か
っ
た
と
結
論
し
て
、
漢
代
官
僚
制
を
と
か
く
完
備
し
た
も
の
と
し
て
受
け

と
仇
や
す
い
従
来
の
考
え
に
強
い
反
省
を
促
し
て
い
る
。
日
比
野
・
宮
崎
爾
民

と
も
、
塁
を
以
て
自
然
爽
落
と
す
る
従
来
の
設
を
否
定
し
た
黙
、
注
目
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
抑
も
、
里
を
自
然
衆
落
と
す
る
の
は
故
岡
崎
文
夫
氏
以
来
の
設

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
侮
疑
問
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
左
侮
、
戟
歯
策
な
ど
に

既
に
皇
が
見
え
て
い
る
ご
と
か
ら
し
て
、
蛍
時
に
も
星
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る

が、
J

一
方
史
記
商
君
列
俸
に
は
商
秩
が
衆
落
を
統
合
し
た
こ
と
を
記
し
て
「
小

都
郷
邑
琢
黙
を
集
め
て
耐
怖
を
つ
く
る
」
(
秦
本
紀
も
ほ
ぼ
同
文
)
と
あ
る
。
若
し
墨

が
自
然
紫
哲
惜
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
郷
邑
E
R
と
同
様
に
営
然
そ
の
街
象
に
な
っ

た
筈
で
あ
る
。
し
か
る
に
塁
に
つ
い
て
は
一
言
も
燭
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
な
ど

は
、
星
が
自
然
爽
落
で
な
い
こ
と
を
暗
示
す
る
一
つ
の
史
料
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
日
比
野
氏
は
父
老
に
つ
い
て
、
「
人
魚
的
に
つ
く
ら
れ
た
星
内
の
人
心
は

一
般
に
冷
酷
で
、
什
伍
の
組
織
に
し
ば
ら
れ
、
父
老
と
い
う
も
の
は
あ
っ
て
も

名
の
み
で
、
賓
は
勝
、
郷
の
支
の
患
な
る
代
録
者
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
」
と

し
て
い
る
が
、
こ
の
結
前
記
守
屋
氏
の
論
考
「
父
老
」
に
お
け
る
見
解
と
ど
の

様
に
関
聯
す
る
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
今
後
、
郷
、
亭
或
は
塁
の
内
部
経
織
の

寅
態
と
と
も
に
、
父
老
の
性
格
と
か
寅
態
の
究
明
が
要
請
ぎ
れ
る
が
、
と
も
か

く
冒
比
野
・
宮
崎
両
氏
の
論
考
は
、
今
後
賛
否
爾
論
に
分
か
れ
て
犬
い
に
問
題
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に
な
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
郡
勝
制
或
は
そ
の
末
端
組
織
に
よ
っ
て
、
帝
園
を
支
え
る
あ
ら

ゆ
る
生
産
人
口
は
把
揮
、
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
関
係
は
衝

役
・
賦
税
制
の
中
に
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
先
ず
筏
役
に
つ
い
て
は
、
米
国
賢

次
郎
「
漢
代
筏
役
目
搬
に
関
す
る
一
試
論
|
特
に
『
三
十
倍
於
古
』
に
つ
い
て

(
東
方
皐
報
、
京
都
二
七
)
が
あ
る
。
漢
代
の
絡
役
目
敷
は
儒
家
の
思
想
に
も
と

づ
い
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
最
大
限
多
季
の
閑
期
九
十
日
(
三

ヶ
月
)
で
、
内
容
は
地
方
カ
役
三
十
日
、
兵
役
三
十
日
、
溢
境
カ
役
三
十
日
で

あ
っ
た
と
み
る
の
が
そ
の
論
旨
で
あ
る
。
氏
の
よ
う
に
、
何
ら
か
の
思
想
的
う

ら
づ
け
の
も
と
に
具
体
的
制
度
を
究
明
す
る
方
法
は
、
方
法
と
し
て
非
常
に

興
味
あ
る
も
の
で
あ
り
、
附
記
に
お
い
て
土
と
卒
と
の
身
分
上
の
資
格
に
明
ら

か
な
匝
別
が
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
と
と
も
に
、
今
後
の
研
究
が
期
待
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
賦
税
に
闘
し
て
は
、
卒
中
苓
次
「
漢
代
の
馬
口
銭
と
口
一
銭
に
就
い
て
」

(
東
方
事
報
、
京
都
二
七
〉
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
馬
口
一銭
を
究
明
す
る
上
か
ら
漢

代
未
成
丁
の
人
頭
税
た
る
口
賦
に
論
及
し
、
武
帝
の
時
、
ロ
賦
三
銭
の
泊
加
が

行
わ
れ
た
と
す
る
奮
来
の
通
設
に
劃
し
て
、
ぞ
れ
は
漢
初
以
来
二
十
三
銭
で
あ

っ
た
こ
と
を
推
論
し
た
も
の
で
あ
る
。
徹
密
な
考
震
と
批
判
の
上
に
立
つ
氏
の

推
論
に
は
敬
服
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
敏
ケ
所
に
亙
っ
て
文
字
を
修
正

す
る
舶
に
、
少
し
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
や
は
り
こ
の
口
賦
の
問
題

を
解
明
す
る
に
は
、
嘗
て
宮
崎
市
定
氏
が

「中
園
古
代
で
は
賦
と
続
の
匡
別
が

あ
り
、
こ
の
区
別
は
前
漢
時
代
に
向
明
白
で
あ
っ
た
L

(

同
「
古
代
中
園
賦
税
制

度
」
)
と
し
た
、
こ
の
観
斡
か
ら
更
に
掘
り
さ
げ
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

今
後
、
日
賦
も
含
め
て
漢
代
の
人
頭
一
課
税
を
問
題
と
す
る
場
合
、
何
故
ぞ
れ
が

漢
以
後
に
消
滅
し
た
の
か
。
ま
た
税
制
上
、
系
譜
的
に
辿
り
得
る
な
ら
ば
、
後

世
の
そ
れ
と
ど
の
よ
う
に
関
聯
す
る
か
が
解
開
閉
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

と
こ
ろ
で
、
種
々
な
制
度
的
鯛
聯
の
も
と
に
人
民
を
掌
握
し
、
そ
れ
を
重
要

な
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
た
漢
帝
園
で
あ
れ
ば
、
人
民
は
全
て
等
し
い
帝
王

の
良
民
で
あ
り
、
編
戸
の
民
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
し
か
る
に
現
寅
の
彼
等
の

間
に
は
、
帝
閣
の
支
配
体
制
を
動
揺
せ
し
め
、
や
が
て
は
そ
の
統

一
を
崩
壊
に

導
く
多
く
の
政
治
・
一
舵
曾
・
経
済
的
矛
盾
が
既
に
着
々
と
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
。
か
か
る
矛
盾
を
園
家
樹
豪
族
の
面
か
ら
と
り
あ
げ
、
多
年
に
亘
っ
て
豪
族

問
題
を
究
明
し
て
来
た
宇
都
宮
清
吉
氏
の
一
連
の
研
究
が
、
「
漢
代
社
命
経
済

史
研
究
」
(
弘
文
堂
刊
、
一
九
五
五
)
と
し
て
後
刊
さ
れ
た
。
同
書
に
は
前
記
「
億

約
研
究
」
の
ほ
か
、
後
漢
王
朝
を
樹
立
し
た
南
陽
劉
氏
の
性
格
を
、
南
陽
地
方

の
経
済
的
議
展
と
南
陽
家
族
社
舎
の
中
で
明
ら
か
に
し
、
劉
秀
の
社
禽
的
経
済

的
基
礎
を
具
体
的
に
分
析
し
た
「
劉
秀
と
南
陽
L

、
ま
た
漢
代
豪
族
の
大
土
地

所
有
と
土
地
粂
併
が
ど
の
様
な
粧
品
問
的
経
済
的
環
境
の
中
で
激
化
し
て
い
っ
た

か
を
問
題
と
し
た
「
史
記
貨
殖
列
俸
研
究
」
等
A

の
諸
論
文
を
改
訂
収
録
し
た

も
の
で
、
こ
の
書
の
漢
代
史
研
究
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
大
き
い
も
の

が
あ
る
。
向
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
卒
中
苓
次
(
立
命
館
文
皐
二
一
四
、

一
九
五

五
)
、
五
井
直
弘
(
歴
史
皐
研
究
一
八
五
、
一
九
五
五
)
、
河
地
重
造
(
東
洋
史
研

究
一
四
|
三
、
↓
九
五
五
)
な
ど
の
諸
氏
の
批
評
が
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
後
漢
末
の
五
斗
米
道
、
太
卒
道
と
い
っ
た
民
間
宗
教
の
歴
史
的

性
格
を
追
求
し
た
大
細
川
忽
稿
用
「
中
閣
に
お
け
る
民
族
的
宗
教
の
成
立
」
(
歴
史
皐

研
究
一
七
九
、
一
八
て
一
九
五
五
)
は
、
後
漢
の
農
民
叛
飢
或
は
更
に
漢
代

に
お
け
る
塁
の
蟹
貌
に
ふ
れ
て
い
る
結
、
興
味
あ
る
論
考
で
あ
り
、
経
済
史
関

係
の
宮
崎
市
定
ヱ
又
記
貨
殖
描
博
物
償
考
設
」
(
京
都
大
皐
文
暴
郎
五
十
周
年
記
念

論
集
、
一
九
五
六
)
は
、
史
記
貨
殖
俸
中
の
物
僚
の
記
事
を
手
が
か
り
と
し
て

蛍
時
の
物
債
を
考
置
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
難
解
な
古
典
の
本
文
も
、
よ
む
人

の
猫
創
と
考
え
方
に
よ
っ
て
十
分
生
か
じ
得
る
こ
と
を
透
明
し
た
齢
、
注
目
す
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
秦
漢
帝
園
の
歴
史
的
性
格
を
、
そ
の
形
成
期
に
ま
で
さ
か

の
ぼ
っ
て
追
求
じ
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
、
先
ず
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
重

要
問
題
の
↓
つ
に
商
鞍
の
獲
法
が
あ
る
。
と
の
問
題
は
、
従
来
多
く
の
研
究
者

に
よ
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
に
も
拘
ら
ず
、
史
料
的
な
制
約
、
或
は
そ
こ

か
ら
引
出
さ
れ
る
問
題
の
重
要
性
な
ど
も
あ
っ
て
、
倫
多
く
の
疑
問
ぞ
残
し
て

い
た
。
し
か
し
近
年
、
こ
れ
ら
の
制
約
を
克
服
し
、
商
秩
療
法
の
問
題
解
決
の

上
に
す
ぐ
れ
た
論
考
を
も
ち
得
た
こ
と
は
誠
に
幸
で
あ
っ
た
。
中
で
も
、
嘗
っ

て
卒
中
苓
次
氏
が
「
秦
代
土
地
制
度
の
一
考
察
|
名
田
宅
に
つ
い
て

i
」
(
立
命

館
文
皐
七
九
、
一
九
五
ご
に
お
い
て
、
商
秩
の
鍵
法
の
一
項
た
る
「
開
肝
陪
」

は
土
地
課
税
均
一
化
の
た
め
の
数
量
的
医
劃
整
理
で
あ
り
、
そ
れ
は
軍
功
・
倭

位
を
基
準
と
し
て
田
宅
・
臣
妾
・
衣
服
を
鋳
属

(
1保
有
)
せ
し
め
る
制
度
に
漣

る
も
の
と
考
え
、
か
か
る
爵
制
的
大
土
地
保
有
の
創
始
は
人
民
相
互
間
に
私
的

大
土
地
所
有
を
促
し
た
と
し
て
、
秦
の
岳
酎
制
的
大
土
地
保
有
と
漢
代
以
後
の
大

土
地
私
有
、
粂
併
と
の
聞
に
密
接
な
関
聯
性
差
認
め
よ
う
と
し
た
。
こ
の
卒
中

氏
の
論
文
が
裂
表
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
商
秩
の
製
法
は
再
び
古
代
史
事
界
の
中

に
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ァ
プ
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
粘
か
ら
い
っ
て
も
氏
の
論
文

の
も
つ
意
義
は
誠
に
大
き
い
も
の
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
卒
中
氏
の
見
解
に

謝
す
る
批
判
が
、
最
近
増
淵
龍
夫
、
守
屋
美
都
雄
の
爾
氏
か
ら
提
出
さ
れ
て
い

る
。
先
ず
増
淵
龍
夫
「
商
戦
獲
法
の
一
問
題
」
(
野
村
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
「
封

建
制
と
資
本
制
」
所
収
、
一
九
五
六
)
で
は
、
省
子
議
兵
篇
に
み
え
る
爵
制
的

土
地
所
有
を
、
隷
農
支
配
に
も
と
づ
く
知
行
地
で
あ
る
と
す
る
卒
中
氏
の
見
解

が
、
商
鞍
の
意
嵐
し
た
君
権
強
化
の
方
向
と
矛
盾
す
る
と
い
う
批
判
刊
か
ら
出
愛

す
る
。
そ
こ
で
有
倭
者
に
附
輿
さ
れ
た
土
地
は
食
邑
的
性
格
を
も
っ
た
も
の
と

し
て
考
え
、
萄
子
議
兵
第
の
「
五
甲
首
に
し
て
五
家
を
隷
せ
し
む
」
の
五
家
は
、

土
地
に
附
随
し
有
倭
者
に
隷
属
す
る
隷
農
で
は
な
く
て
、
商
君
蓄
に
み
え
る
庶

子
使
役
の
と
と
で
あ
ろ
う
と
し
、
商
鞍
は
原
則
と
し
て
人
民
相
互
の
支
配
関
係

を
禁
止
し
た
が
、
た
だ
軍
功
あ
る
有
爵
者
の
み
に
人
数
、
期
限
な
ど
一
定
の
傑

件
の
も
と
に
庶
子
を
使
役
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
と
考
え
た
。
有
得
者
の
庶
子

使
役
に
際
し
、
闘
家
権
力
に
よ
る
強
い
制
約
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
注
目

す
べ
き
論
考
で
あ
る
が
、
し
か
し
有
爵
者
が
食
邑
を
も
っ
た
と
考
だ
る
勲
、
庶

子
が
そ
の
食
邑
内
の
耕
作
民
の
家
か
ら
徴
せ
ら
れ
た
と
す
る
都
に
街
問
題
を
残

し
て
い
た
。
こ
れ
に
糾
問
し
て
、
卒
中
氏
の
所
謂
釆
地
設
を
全
く
否
定
し
た
の
が

守
農
民
で
あ
る
。
氏
は
先
年
、
商
戦
の
「
開
肝
陪
」
に
関
す
る
問
題
貼
を
整
理

し
た

勺肝
陪
制
度
に
闘
す
る
諸
研
究
に
つ
い
て
「
(
「
中
園
古
代
史
の
諸
問
題
」

所
収
、
一
九
五
四
)
に
つ
い
で
、
「
開
肝
陪
」
は
秦
の
支
配
の
貫
徹
、
未
開
墾
地

開
設
の
二
大
目
的
を
以
て
行
わ
れ
た
、
間
怖
の
編
成
の
具
体
的
手
段
と
し
て
の
土

地
底
劃
で
、
こ
れ
に
よ
り
大
族
の
分
解
、
小
農
民
の
所
有
地
確
保
、
骨
肘
に
。伴
っ

て
給
付
さ
れ
る
土
地
供
給
源
の
成
立
を
み
た
と
す
る
「
『
開
肝
陪
』
の
一
解
鐸
」

(
「
中
国
古
代
の
祉
禽
と
文
化
」
所
収
)
、
或
は
萄
子
議
兵
篇
の
「
功
と
賞
と
は

並
行
的
に
犬
き
く
な
っ
ズ
ゆ
く
」
と
い
う
解
掴
揮
を
前
提
と
し
て
、
「
五
家
を
隷

せ
し
む
」
の
五
家
は
、
商
君
書
境
内
篇
に
み
え
る
隷
僕
・
臣
妾
に
蛍
る
奴
隷
で

あ
り
、
ま
た
庶
子
も
使
役
僅
か
な
自
営
農
民
で
、
有
爵
者
の
良
民
支
配
は
皆
無

で
は
な
か
っ
た
が
極
め
て
大
き
な
制
約
が
あ
っ
た
と
し
て
、
前
記
卒
中
、
増
淵

爾
民
の
読
を
批
判
し
た
「
秦
の
軍
功
袈
賞
制
に
お
け
る
人
的
支
配
の
問
題
に
つ

い
て
」
(
祉
禽
経
済
史
率
二
三
|
て
一
九
五
七
)
な
ど
を
設
表
し
、
更
に
こ
れ

ら
の
見
解
を
、
商
戦
の
岳
町
制
を
通
し
て
統
一
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
の
が
、

「
漢
代
爵
制
の
源
流
と
じ
て
見
た
る
商
秩
爵
制
の
研
究
」
h
東
方
皐
報
、
京
都
二

七
)
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
先
ず
問
題
の
多
い
商
君
書
境
内
篇
を
綿
密
に
考
詮
レ

- 8~ → 
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て
そ
の
資
料
的
債
値
を
決
定
し
、
そ
こ
か
ら
商
戦
の
健
制
を
論
述
し
た
。
そ
し

て
、
入
莱
吊
に
比
し
軍
功
に
よ
る
受
傍
の
方
が
容
易
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
軍
爵

に
つ
い
て
論
じ
、
下
級
傍
は
官
職
分
化
、
上
級
爵
は
未
分
化
で
あ
っ
た
勲
、
爵

に
附
随
す
る
賞
賜
と
し
て
の
田
宅
は
奮
来
の
士
大
夫
の
釆
地
の
如
き
も
の
で
は

な
く
、
耕
地
と
宅
地
そ
の
も
の
で
、
国
肘
の
媛
県
と
田
宅
の
援
問
問
と
は
系
統
を
異

に
す
る
褒
賞
で
あ
っ
た
勲
、
ま
た
荷
鞍
の
爵
が
世
襲
で
は
な
か
っ
た
粘
な
ど
を

考
察
し
、
商
鞍
の
傍
制
は
周
代
の
そ
れ
と
は
歴
史
的
意
義
が
正
反
封
で
、
漢
晶
肘

に
透
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
し
た
。
守
屋
氏
の
相
互
に
閥
聯
す
る
諸
論
文
は
、

奮
来
の
民
族
制
的
秩
序
に
も
と
つ
く
邑
制
図
家
組
織
の
溺
援
の
あ
と
を
・つ
け
て
、

新
た
に
形
成
さ
れ
て
い
く
集
権
的
統
一
支
配
の
端
絡
を
開
く
商
秩
の
製
法
改
革

に
鋭
い
メ
ス
を
入
れ
、
し
か
も
彼
の
改
革
が
、
そ
れ
に
先
行
し
そ
れ
に
績
〈
歴

史
的
展
開
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
を

究
明
し
た
極
め
て
注
目
す
べ
き
研
究
で
あ
る
。
氏
の
周
到
徽
密
な
所
論
に
は
間

然
す
る
所
が
な
い
が
、
敢
て
疑
問
を
出
せ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
氏
が
重
要
な
資

料
と
し
て
と
り
あ
げ
た
商
君
書
に
射
す
る
疑
問
で
あ
る
。
た
と
え
ば
境
内
篇
に

み
え
る
樹
、
就
中
冊
肘
名
な
ど
を
全
て
商
軟
の
制
定
し
た
も
の
と
す
る
に
は
徐
り

に
も
完
成
し
す
ぎ
た
感
が
深
い
。
思
う
に
、
諸
子
を
資
料
と
し
て
古
代
の
政
治
、

枇
舎
、
経
済
史
を
論
ず
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
り
危
険
で
あ
る
。
そ
れ
は

内
容
的
に
い
っ
て
、
貧
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
と
、
ま
た
そ
の
こ
と
が
寅
際
に
は

行
わ
れ
ず
、
単
に
思
想
と
し
て
止
っ
て
い
る
も
の
と
を
混
合
し
て
い
る
の
み
で

な
く
、
商
君
書
の
如
き
そ
の
制
作
年
代
の
確
定
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
蛍
時
(
戦
闘
)
の
祉

禽
全
般
か
ら
の
、
よ
り
一
一
層
庚
い
視
野
か
ら
の
考
察
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
秦
の
祉
禽
経
済
史
を
扱
っ
た
も
の
に
、
品
噌
淵
龍
夫
「
先
秦
時
代
の

山
林
薮
津
と
秦
の
公
団
」
(
ぺ
中
園
古
代
の
枇
舎
と
文
化
L

所
収
)
が
あ
る
。
専

制
君
主
権
の
典
型
的
に
渡
達
し
た
秦
に
お
い
て
、
公
国
は
如
何
な
る
意
味
と
役

割
を
も
っ
た
か
。
す
な
わ
ち
中
央
集
権
化
の
推
進
力
と
な
る
経
済
的
基
盤
を
公

団
に
求
め
る
立
場
か
ら
、
戦
闘
諸
侯
の
山
林
薮
津
の
園
い
込
み
、
濁
占
、
開
設

の
扶
態
を
追
求
し
、
君
主
の
公
団
成
立
と
専
制
君
主
権
の
強
化
を
推
測
し
た
力

作
ぞ
、
前
記
守
屋
氏
の
論
考
と
と
も
に
拳
界
に
お
け
る
活
溌
な
議
論
の
中
心
に

な
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。、

以
上
の
ほ
か
に
も
本
稿
で
嘗
然
と
り
あ
げ
る
べ
き
多
く
の
論
文
が
あ
る
が
、

そ
れ
ら
を
股
落
さ
せ
、
皐
界
展
望
と
い
う
課
題
か
ら
は
ず
れ
て
し
ま
っ
た
。
諸

家
の
貴
重
な
研
究
に
封
し
て
蕪
雑
不
首
な
紹
介
と
批
評
を
行
っ
た
非
躍
と
と
も

に
、
深
く
お
詫
び
す
る
次
第
で
あ
る
。
街
中
園
の
研
究
論
文
に
つ
い
て
は
全
く

燭
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
ま
た
別
の
機
舎
に
譲
る
こ
と
に
し
、
最
後
に
若
干

の
最
近
の
論
文
名
(
単
行
本
)
を
附
し
て
筆
を
お
く
。
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五
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山
東
大
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平
文
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哲
編
中
園
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史
分
期
問
題
論
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一
九
五
七

王
仲
経
閥
於
中
園
奴
隷
祉
禽
的
瓦
解
及
封
建
関
係
的
形
成
問
題一

允
五
七

一
九
五
八

中
園
人
民
大
星
編

中
園
奴
隷
制
経
済
形
態
的
片
断
探
討

歴
史
研
究
編
中
園
歴
代
土
地
制
度
問
題
討
論
集

賀
昌
筆
論
爾
漢
土
地
佑
有
形
態
的
設
展

u
り
漢
唐
開
封
建
的
園
有
土
地
制
輿
均
田
制

一
九
五
六

一
九
五
六

一
九
五
八



李
剣
暗
殺

糠
直

先
秦
爾
漢
経
済
史
稿

禰
漢
経
済
史
料
論
叢

一
九
五
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五
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正
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楊
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氏
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研度
究理
の論，

甲富
|権

等
を
護
み

て
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楊
氏
の
賜
姓
に
関
す
る
研
究
は
、
『
姓
』
字
古
義
析
設
(
中
央
研
宛
院
歴
史
語

呈
一
一
周
研
究
所
集
刊
第
二
十
三
本
、
一
九
五
二
)
、
左
俸
『
因
生
以
賜
姓
』
解
輿
『
無

居
眠
卒
』
故
事
的
分
析
(
中
央
研
究
院
院
刊
第
一
輯
、
一
九
五
四
)
、
及
び
先
秦
賜

姓
制
度
理
論
的
商
権
(
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
第
二
十
六
本
、
一
九
五
五
)
か
ら

な
り
、
こ
れ
ら
と
関
聯
し
て
先
秦
諸
侯
受
降
献
捷
奥
遺
俸
制
度
考
月
間
集
刊
第

二
十
七
本
、
-
九
五
六
)
、
聯
名
輿
姓
氏
制
度
的
研
究
(
同
集
刊
第
二
十
八
本
、

一
九
五
ぜ
)
の
論
考
が
設
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
す
べ
て
に
つ
い
て
紹
介

す
る
こ
と
は
紙
幅
の
都
合
上
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
は
じ
め
の
一
一
一
つ

の
論
文
に
重
黙
を
お
い
て
述
べ
る
。

左
俸
隠
公
八
年
の
僚
に
、

無
骸
卒
o
m相
父
詩
謡
奥
族
。
公
開
族
於
衆
仲
。
衆
仲
封
日
。
天
子
建
徳
、
図

生
以
賜
姓
。
昨
之
土
、
而
命
之
氏
υ

諸
侯
以
字
潟
誌
、
図
以
篤
族
。
官
有
世

功
、
刻
有
官
族
、
邑
亦
如
之
。
公
命
以
字
潟
展
氏
。

，と
あ
る
。
こ
の
衆
仲
の
答
え
に
あ
る
因
生
以
賜
姓
の
意
味
は
、
社
預
以
来
、
姓

名
を
輿
え
る
、
即
ち
出
自
に
よ
っ
て
姓
を
名
の
る
こ
と
を
許
す
意
味
に
と
ら
れ

て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
例
は
、
左
俸
昭
公
八
年
の
「
及
(
陳
)
胡
公
不
淫
、
故
周

賜
之
姓
」
に
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
漢
高
租
が
、
項
伯
や
糞
敬
に
劉
氏

の
姓
を
名
の
ら
せ
た
と
同
じ
よ
う
は
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

高
祖
の
場
合
は
、
劉
氏
を
名
の
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
寵
遇
を
示
し
、

漠
室
?
に
劉
す
る
忠
誠
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
然

し
先
棄
の
古
文
献
に
あ
る
賜
姓
は
如
何
、
例
え
ば
闘
語
楚
語
下
に
あ
る

i

(

昭
)
王
回
、
所
謂
百
姓
千
品
高
官
億
醜
兆
民
経
入
隊
数
者
、
何
也
。
(
観

射
父
)
封
日
、
民
乞
徹
官
百
、
王
公
之
子
弟
之
質
、
能
言
能
聴
徹
其
官
者
、

而
物
賜
之
姓
、
以
監
其
官
、
是
信
用
百
姓
。
|
以
下
略
|

の
物
賜
之
姓
を
、
章
昭
は
「
以
功
事
賜
之
姓
」
と
解
し
、
や
は
り
姓
名
を
輿
え

る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
王
公
の
子
弟
は
、
王
公
の
姓
と
は
別

の
姓
を
判
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
こ
の
賜
姓
を
漢
代
の
賜
姓
と
同
じ
よ
う

に
考
え
る
の
が
、
果
し
て
安
嘗
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
楊
氏
の
賜
姓
に
倒
す
る
研

究
は
、
こ
こ
に
出
愛
駐
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
先
ず
第
一
に
先
秦

の
書
物
に
あ
ら
わ
れ
る
姓
字
の
意
義
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

楊
氏
に
よ
る
と
、
姓
字
の
古
義
は
、
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
即
ち
1
子
或
い

は
子
嗣
の
意
、

2
族
或
い
は
族
湯
.
3
民
或
い
は
廃
民
の
三
義
で
あ
る
。
ー
の

場
合
に
は
ま
た
子
姓
と
熟
し
て
使
用
さ
れ
、
ま
た
雄
一
記
曲
躍
の
「
納
女
於
天
子
、

日
備
百
姓
」
の
如
く
、
多
く
の
子
供
の
意
味
を
百
姓
と
栴
す
る
。
ま
た
甲
骨
文

t

の
求
生
、
金
文
善
鼎
に
宗
子
と
射
器
噂
さ
れ
る
百
生
の
如
く
、
姓
字
は
生
と
も
書

か
れ
る
。

2
は
、
例
え
ば
左
俸
定
公
四
年
の
僚
に
魯
公
・
康
叔
に
分
輿
さ
れ
た

殿
民
六
族
・
股
民
七
族
に
劃
し
て
、
唐
叔
に
奥
え
ら
れ
た
懐
姓
九
宗
の
如
き
場

合
で
、
ま
た
左
俸
昭
公
三
十
年
の
「
我
意
姑
億
五
回
鬼
紳
、
而
寧
吾
族
姓
」
の
如

く
族
姓
と
熟
諾
さ
れ
る
。

3
の
民
の
意
味
で
は
、
園
語
周
語
「
司
商
協
民
姓
」

の
如
く
熟
さ
れ
た
り
、
或
い
は
百
姓
・
群
姓
・
高
姓
と
稽
し
て
も
使
用
さ
れ
る
。

た
だ
こ
の
よ
う
な
分
類
は
楊
氏
も
言
う
如
く
絶
劉
的
で
は
な
く
、
特
に
2
の

族
の
場
合
の
内
含
す
る
意
味
は
、
第
一
或
い
は
第
三
の
意
味
に
近
い
場
合
が
多

い
。
左
停
昭
公
三
十
年
の
族
姓
の
如
き
は
子
或
い
は
子
姓
の
意
味
の
姓
に
近
い
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